
 
 

福束小学校ＰＴＡ規約 新旧対照表 
新 旧 備考欄 

 

 

第一章  名称 

第１条   

 

第二章  目的及び活動 

第２条   

第３条  本会は，前条の目的を果たすために組織を設け、次の活動をする。 

１ 家庭と学校との連携を密にし，児童の心身の健全な発達を図る。 

２ 会員相互の研修に努め，よき父母・よき教師となる。 

３ 児童の生活環境をよくするために努める。 

 

第三章  方針 

第４条   

 

第四章  会員 

第５条   

 

第五章  会計 

第６条   

第７条   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一章  名称 

第１条   

 

第二章  目的及び活動 

第２条   

第３条  本会は，前条の目的を果たすために次の活動をする。 

１ 家庭と学校との連携を密にし，児童の心身の健全な発達を図る。 

２ 会員相互の研修に努め，よき父母・よき教師となる。 

３ 児童の生活環境をよくするために努める。 

 

第三章  方針 

第４条   

 

第四章  会員 

第５条   

 

第五章  会計 

第６条   

第７条   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

（変更） 

※別表追加 

 

 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料4）
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第六章  役員 

第８条  本会の役員の役職及びその任務は，次の通りとする。 

役 職 定 数 任   務 

会 長 1 会長は本会を代表し、会務を総括する。 

副会長 3 
会長を補佐し会長不在の時は、その任務を代行す

る。 

書 記 
2 

（内、教職員 1） 議事を記録し、文書を整理する。 

会 計 
2 

（内、教職員 1） 本会の経理を司る。 

２ 役員の任期は、４月１日から翌々年３月３１日の２年間とし、１年ごとに３名を改選する。ただし

再選を妨げない。 

３ 役員の男女割合は原則として半数ずつとする。 

４ 役員は、第１１条第１項に定める各種委員会の顧問および母親代表、子供会育成会代表、交通安全

協会代表を兼ねる。 

５ 役員は、各種委員会の委員を兼任できない。 

６ 役員は、任期中に辞任することができない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、運営委員会

の承認を得なければならない。 

７ 前項により役員に欠員が生じた時は、これを補充することができる。任期は、前任者の残留期間と

する。 

８ 辞任した役員の後任者は、第１０条第２項に準じて選出する。 

９ 会長は、任期２年目の役員から互選する。 

１０ 第２項から第９項の規定は、教職員には適用しない。 

 

第９条   

 

第１０条  役員は、毎年、第５、第６学年の正会員より３名選出する。ただし、第６学年の正会員について

は、次子が次年度に在籍する者に限る。 

２ 役員の選出基準は、別に定める「福束小学校ＰＴＡ役員および各種委員選出基準」による。 

 

第六章  役員 

第８条  本会の役員及びその任務は，次の通りとする。 

役員名 定 数 任    務 

会長       １ 会長は本会を代表し，会務を総括する。 

副会長 
   ２ 

 （男女各１） 

会長を補佐し会長に事故ある時は，その任務を代行す

る。 

書記 
      １ 

      １（学校） 

議事を記録し，文書を整理する。 

母親代表 

会計 
      １ 

      １（学校） 

本会の経理を司る。 

子供会育成会代表 

監事 
      ３ 

 
各種委員会の顧問 

＊ 必要に応じ，役員は各委員会の顧問を兼ねる。 

＊ 役員の任期は２か年とする。 

  １年目 ２年目 

男性役員 副会長 会長 

男性役員 監事(学級委員会顧問) 会計(子供会育成会代表) 

女性役員 監事(地区委員会顧問) 副会長 

女性役員 監事(広報委員会顧問) 書記(母親代表･母親委員会顧問) 

 

 

 

第９条   

 

第１０条  役員の選出は次の通りとする。 

１ 役員は,各地区の正会員より 1名選出する。 

 

 

 

（変更） 

※定数減 

※役職変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※年毎役割

削除 

 

 

 

 

 

（略） 

 

（変更） 
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第七章  本会決議機関 

第１１条 本会の決議機関の構成および活動内容は，次のとおりとする。ただし，いずれも正会員によって構

成される。 

機
関 

各種委員会 
運
営
委
員
会 

役

員

会 

総

会 

地
区
委
員
会 

母
親
委
員
会 

広
報
委
員
会 

学
級
委
員
会 

構 

成 

選 

出 

等 

各
地
区
１
名
ま
た
は

２
名
（
正
・
副
） 

※
副
は
委
員
会
出
席

を
要
し
な
い 

各
学
年
１
名 

各
学
年
１
名 

各
学
年
１
名 

役
員 

各
種
委
員
長 

※
子
供
会
育
成
会
長 

会
長 

副
会
長 

書
記 

会
計 

全
会
員 

・正委員から委員長、副

委員長の各1名を選出

する。 

・各委員会から委員長，

副委員長の各１名を

選出する。 

※会長が必要と認

めた場合に子供会

育成会長を招集す

ることができる。 

・定期総会の開催 
毎年４月 

・臨時総会の開催 
適宜 
※役員会で判断 

・役員会，運営委員会の開催 
  適宜 

※各種委員長については，役員会が指名すること

ができる。 

招集 各委員長 会長 

成立

議決 
会員の１／３以上の出席（委任を認める）で成立し，出席者の過半数で決定する。 

活 

動 

内 

容 

・
校
外
環
境
の
改
善 

・
準
会
員
費
徴
収 

・
交
通
安
全
街
頭
指
導 

・
校
外
補
導 

・
町
郡
市
等
の
母
親
委
員
会
と
の
交
流 

・
家
庭
教
育
学
級
へ
の
協
力
と
推
進

・
機
関
誌
の
発
行 

・
学
級
・
学
年
相
互
の
連
携 

・
学
級
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
計
画
と
運
営 

・
役
員
候
補
者
の
審
議 

・
各
委
員
会
の
交
流 

・
規
約
細
則
（
規
定
、
基
準
等
）
の
改
廃
決
議 

・
決
算
予
算
事
業
の
審
議
調
整
遂
行 

・
総
会
に
関
す
る
諸
準
備 

・
企
画 

・
各
種
委
員
会
の
顧
問 

 

・
関
連
団
体
の
委
員 

・
会
務 

・
会
計
報
告
承
認 

・
役
員
承
認 

・
事
業
計
画 

・
予
算
の
審
議
承
認 

・
規
約
改
廃 

・
そ
の
他
の
重
要
事
項 

２ 本会に顧問をおくことができる。 

３ 顧問は、福束小学校校長があたる。 

４ 顧問は、各会議に出席し、意見を述べることができる。 

５ 各種委員会は必要に応じて増減できる。 

第七章  総会 役員会 各種委員会 

第１１条  総会 役員会 運営委員会 各種委員会の構成 活動内容は，次の通りとする。ただし，いずれも

正会員によって構成される。 

＊ 本会に顧問をおくことができる。 

会 

名 

各種委員会 運
営
委
員
会 

役
員
会 

総
会 

地
区
委
員
会 

母
親
委
員
会 

広
報
委
員
会 

学
級
委
員
会 

構 

成 

選 

出 

等 

各
地
区
２
名 

各
学
年
１
名 

各
学
年
１
名 

各
学
年
１
名 

役
員 

各
種
委
員
長 

育
成
会
会
長 

会
計 

会
長 

副
会
長 

書
記 

監
事 

全
会
員 

・正委員から地区委員長，

副委員から交通委員長

を，各１名選出する。 

・各委員会から委員長，副委員

長の各１名を選出する。 

 ・総会 ４月 

・役員会，運営委員会を開く。 

※各種委員長については，役員会が指名することができる。 

招集 各委員長 会長 

成立

議決 
会員の１／３以上の出席（委任を認める）で成立し，出席者の過半数で決定する。 

活 

動 

内 
容 

・
校
外
環
境
の
改
善 

・
準
会
員
費
徴
収 

・
交
通
安
全
街
頭
指
導 

・
校
外
補
導 

・
町
郡
市
等
の
母
親
委
員
会
と
の
交
流 

・
家
庭
教
育
学
級
へ
の
協
力
と
推
進 

・
機
関
誌
の
発
行 

・
学
級
・
学
年
相
互
の
連
携 

・
学
級
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
計
画
と
運
営 

・
役
員
候
補
者
の
審
議 

・
各
委
員
会
の
交
流 

・
決
算
予
算
事
業
の
審
議
調
整
遂
行 

・
総
会
に
関
す
る
諸
準
備 

・
企
画 

・
会
務 

・
会
計
報
告
承
認 

・
役
員
承
認 

・
事
業
計
画 

・
予
算
の
審
議
承
認 

・
規
約
改
廃 

・
そ
の
他
の
重
要
事
項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 
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第１２条 各種委員は、毎年、各学年から１名ずつ選出する。ただし、地区委員は各地区から１名または 2名

を選出する。 

２ 各種委員の任期は、４月１日から翌年３月３１日の１年間とする。ただし、再選を妨げない。 

３ 各種委員の選出基準は、別に定める「福束小学校ＰＴＡ役員および各種委員選出基準」による。 

４ 各種委員は、原則として他の委員を兼任できない。（ただし、地区委員（副）は除く） 

 

第八章  付則 

第１３条 次の付則を設ける。 

１ 地区別は、本戸、中郷、里、南波、福束上、福束下、塩喰の計７地区とする。ただし、正会員が不

足し、活動に支障がある場合は、地区統合できる。統合については、運営委員会で決議する。 

２ 別に慶弔及び表彰に関する内規を定め，その決定施行は運営委員会の承認を得る。 

３ 規約に反しない限りにおいて細則（規定、内規、基準等）を定めることができる。なお、細則の制

定は総会決議、改廃は運営委員会決議とし次回総会に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第八章  付則 

第１２条 次の付則を設ける。 

１ 委員の任期は１か年とし、再選を妨げない。各種委員長 子供会育成会長を務めた会員は、その後の

各種委員長 子供会育成会長に選出されない。ただし、個別の事情により再任を妨げない。 

２ 地区委員長を除く各種委員長は、最高学年（第６学年）より選出し、各種副委員長は、第５学年より

選出する。 

３ 役員を務めた会員およびその配偶者は、その後の 役員 地区委員長 交通委員長 母親委員長 母

親委員 学級委員 広報委員に選出されない。ただし，個別の事情により再任を妨げない。 

４ 地区別は，本戸 中郷 里東 里西 南波 福束上 福束下 塩喰の ８地区とする。ただし，会員

が少数の場合は，適宜統合する。 

５ 各種の委員会は，必要に応じて増減できる。 

６ 別に慶弔及び表彰に関する内規を定め，その決定施行は運営委員会の承認を得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

※各種委員の

選出 記載 

 

 

 

 

（変更） 

※細則新設 
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（変更） 

 


